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Ⅰ 国勢調査の趣旨及び実施に向けた基本的な考え方 

 

第１ 国勢調査の趣旨 

国勢調査は、統計法（平成19年法律第53号。）に定める基幹統計調査として、同法第５

条第２項の規定に基づき実施する人及び世帯に関する全数調査である。その結果は、国

及び地方公共団体の各種行政施策はもとより、企業、団体その他各方面の利用に供され

ている。 

大正９年（1920年）の第１回調査以来、国の最も基本的で重要な統計調査として５年

ごとに実施されており、令和２年（2020年）に実施する調査はその21回目に当たり、実

施100年の節目を迎える。 

第２ 国勢調査の基本的役割 

１ 国家運営の基礎を成す情報基盤 

国勢調査の結果は、民主主義の基本である衆議院議員小選挙区の改定のほか、市、指

定都市、中核市となるための要件、地方交付税の算定、政党交付金の算定など、多くの

法令にその利用が規定されており、また、少子・高齢化関連施策、医療・福祉施策、産

業振興、雇用対策、防災計画など、国及び地方公共団体における各種行政施策の基礎資

料として幅広く活用されている。 

このように、国勢調査は、我が国の国家運営の基礎を成す情報基盤としての役割を担

い、近年は特に、ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）の考え方の普及に伴い、その意義

はより高まっている。 

２ 社会経済の発展を支える情報基盤 

国勢調査の結果は、人口学、地理学、経済学、社会学など、大学や研究機関の学術研

究において幅広く活用されているほか、産業界では製品・サービスの需要予測、店舗や

工場の立地計画など、多くの企業で市場分析、経営戦略の策定に利用されている。 

このように、国勢調査は、国民、企業、団体等が、我が国の現状を正しく理解し利用

するための基本的な統計情報を提供するものであり、社会経済の発展を支える情報基盤

としての役割を担うものである。 

３ 公的統計の作成のための情報基盤 

国勢調査の結果は、労働力調査、住宅・土地統計調査、全国家計構造調査など、人又

は世帯を対象に行う標本統計調査の標本設計及び抽出作業に必要であるほか、現在及び

将来の人口推計、完全生命表の作成、国民経済計算など、多くの公的統計の推計に用い

る基準人口を提供しており、公的統計の作成に欠かすことができない。 

このように、国勢調査は、我が国の公的統計の中核であり、公的統計の作成のための

情報基盤としての役割を担っている。 
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第３ 令和２年国勢調査の実施に向けた基本的な考え方 

令和２年国勢調査については、社会情勢や国民生活の変化に対応した的確な統計を提

供するため、次の基本方針により実施する。 

１ インターネット回答の積極的推進 

平成27年調査で全国に導入した「インターネット回答方式」は、オンライン調査シス

テムに実装される入力内容のチェック機能により、記入状況の改善を促し、統計精度の

維持・向上に寄与するほか、調査で取り扱う紙の量を減少させ、調査票の郵送又は運搬

に係る費用を削減する効果がある。さらに、インターネット回答世帯に対しては、調査

員による戸別訪問の必要がなくなり、高齢化が進む調査員の負担軽減及び交通事故等の

発生リスクの低減につながる。 

また、回答者の利便性の向上、プライバシー意識の高まりへの配慮にも寄与するもの

である。 

令和２年国勢調査では、このように多くの利点が見られる「インターネット回答方式」

を引き続き実施する。その上で、更なる推進を図るため、簡単な検索ワードの入力によ

る方法でもインターネット回答のトップ画面へスムーズにアクセスできるようにする

ほか、インターネット回答に必要となるログインＩＤ等の入力桁数の短縮や文字変換等

の抑制などの改善を施し回答者の利便性向上を図る。また、回答者の意識がインターネ

ット回答に向くように、調査書類のビジュアル化等を図る。 

２ 誰もが答えやすいバリアフリーな調査 

令和２年国勢調査では、国勢調査が日本に住む全ての人を対象とする調査であること

にも鑑み、全ての人にとって答えやすい、バリアフリーな調査を目指す。 

具体的には、前回調査に引き続き、ユニバーサルデザインフォントによる調査票をは

じめ、文字が大きく見えやすい拡大文字調査票、目の不自由な方に向けた点字調査票、

27言語に対応した外国語調査票を用意するとともに、オンライン調査システムに文字を

拡大できる機能を設ける。 

また、新たに、目の不自由な方に向けたオンライン調査システムの音声読み上げ機能

の整備や、耳の不自由な方に向けてはＳＮＳ等を活用したチャット形式による問い合わ

せ窓口を整備する。さらに、日本語による会話が難しい外国人には、オンライン調査シ

ステムの回答画面やコールセンターを多言語対応とするなど、全ての人の回答をサポー

トする多様な支援体制の整備に取り組むものとする。 

３ 企業や団体等の活動・サポートとのコラボレーション 

外国人や若年層等に向けた回答の促進、オンライン回答の促進のほか、調査員活動の

サポートなど、円滑で確実な調査の実施に向けて、従来から実施している協力依頼をよ

り広範に実施し、企業・団体の社会貢献活動（ＣＳＲ）などと協働・連携する取り組み

の展開を図る。 
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Ⅱ 令和２年国勢調査実施計画 

 

 

第１ 調査の目的 

国内の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ること

を目的とする。 

第２ 法的根拠 

国勢調査は、統計法（平成19年法律第53号）第５条第２項の規定に基づき、同

法に定める「基幹統計調査」（国勢統計を作成するための調査）として実施する。 

また、国勢調査の実施に関する具体的な事項は、統計法の下に定める、国勢調

査令（昭和55年政令第98号）、国勢調査施行規則（昭和55年総理府令第21号）及

び国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令（昭和59年総理府令第24号）に

基づく。 

第３ 調査の時期 

１ 調査の基準時 

調査は、令和２年10月１日午前零時現在によって行う。 

２ 実地調査の期間 

調査は上記１に掲げる日時を基準として、下記の日程で行うこととする。 

（調査員） 

 担当調査区の確認         ：９月10日（木）～９月13日（日） 

 インターネット回答用ＩＤ     ：９月14日（月）～９月20日（日） 

及び調査票（紙）等の配布 

（世帯） 

 インターネット回答期間      ：９月14日（月）～10月７日（水） 

 調査票（紙）の回答期間       ：10月１日（木）～10月７日（水） 

（調査員） 

 調査票（紙）の当初回収期間     ：10月１日（木）～10月７日（水） 

 調査票の提出状況の確認      ：10月８日（木）～10月13日（火） 

 調査票（紙）の未提出回収期間    ：10月８日（木）～10月15日（木） 

 調査票（紙）の督促回収期間     ：10月16日（金）～10月20日（火） 
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第４ 調査の対象 

１ 調査の地域 

調査は、我が国の地域のうち、国勢調査施行規則第１条に規定する次の島を除

く地域において行う。 

(1) 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島 

(2) 島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島 

２ 調査の範囲 

(1) 調査の対象 

調査の対象は、調査時において、我が国に常住する期間が引き続き３月以

上に渡ることとなる者とする。 

ただし、次の者は調査の対象としない。 

ア 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員（随員やその家族を含む。） 

イ 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族 

(2) 調査の場所（人口の帰属） 

常住する場所で調査することとしている。 

ただし、次の者については、それぞれ次に述べる場所で調査する。 

ア 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校、同法第124条

に規定する専修学校、同法第134条第１項に規定する各種学校又は就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18

年法律第77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園に在学し

ている者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に

宿泊している者は、その宿泊している施設 

イ 病院又は診療所に引き続き３か月以上入院し、又は入所している者は、

その病院又は診療所、それ以外の者は３か月以上入院の見込みの有無に関

わらず自宅 

ウ 船舶（自衛隊の使用する船舶を除く。）に乗り組んでいる者で、陸上に生

活の本拠を有する者は、その生活の本拠、陸上に生活の本拠の無い者はそ

の船舶 

エ 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は、その営舎又は

当該船舶が籍を置く地方総監部（基地隊に配属されている船舶については、

その基地隊本部）の所在する場所 

オ 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち、死刑の確定

した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は、その刑務所、

少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院 
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第５ 調査事項及び調査票 

１ 調査事項 

調査票により、次の項目を調査する。 

(1) 世帯員に関する事項 

 (ｱ) 氏名 

 (ｲ) 男女の別 

 (ｳ) 出生の年月 

 (ｴ) 世帯主との続柄 

 (ｵ) 配偶の関係 

 (ｶ) 国籍 

(ｷ) 現在の住居における居住期間 

 (ｹ) 在学、卒業等教育の状況 

(ｺ) 就業状態 

(ｻ) 所属の事業所の名称及び事業の種類 

(ｼ) 仕事の種類（職業） 

(ｽ) 従業上の地位 

(ｾ) 従業地又は通学地 

(ｿ) 従業地又は通学地までの利用交通手段 

(ｸ) ５年前の住居の所在地 

(2) 世帯に関する事項 

(ｱ) 世帯の種類 

(ｲ) 世帯員の数 

(ｳ) 住居の種類 

(ｴ) 住宅の建て方 

 

２ 調査票 

基本となる調査票はＡ４判変形・両面記入様式の光学文字認識（ＯＣＲ）帳票で、

１枚に４名まで記入できる設計とする（調査票様式は別紙１を参照）。 

また、オンライン調査のための電子調査票はＨＴＭＬ形式とし、世帯人員９名ま

での一般世帯がスマートフォン、タブレット端末及びパーソナルコンピューターか

ら回答できる設計とする。 

なお、基本となるＯＣＲ調査票や電子調査票を補完するため、高齢者や外国人な

どができるだけ記入しやすくするための補助用調査票として『拡大文字調査票』、

『点字調査票』、『外国語調査票』（27言語）及びExcel調査票を用意する。 

第６ 調査の方法 

１ 調査区の設定 

調査の実施に先立ち、国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令に基づき、

令和元年10月１日現在で令和２年国勢調査調査区を設定する。調査区は、原則とし

て１つの調査区におおむね50世帯が含まれるように構成するものとする。 

２ 調査の流れ 

調査は、総務省―都道府県―市町村―国勢調査指導員（以下「指導員」という。）

－国勢調査員（以下「調査員」という。）の流れにより行う。 

ただし、マンション等の共同住宅や社会福祉施設等において、調査票の配布・回

収等の調査員事務を特定の事業者に業務委託した方が効率的に調査を実施できる調

査区においては、調査員事務を市町村が当該事業者に委託して実施することができ

るものとする。 
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３ 関係者の役割 

(1) 都道府県 

都道府県は、市町村事務打合せ会の開催、調査の実施状況の把握、広報及び協

力依頼による環境整備、調査書類の審査、『都道府県要計表』の作成等の事務を行

う。 

(2) 市町村 

市町村は、指導員及び調査員の選考・配置、指導員及び調査員の事務打合せ会

の開催、指導員及び調査員への調査実施上の指導、インターネット回答世帯及び

郵送提出等世帯の把握と調査員への伝達、調査書類の審査、『市区町村要計表』の

作成等の事務を行う。 

また、調査事務を委託した事業者に係る調査実施上の指導を行う。 

(3) 指導員及び調査員 

指導員及び調査員は、市町村長の推薦に基づき、総務大臣が任命する。 

指導員は、調査員に対する指導、インターネット回答世帯及び郵送提出等世帯

の伝達、調査票等の検査を行い、調査員は、担当調査区内にある世帯についての

調査を行う。 

(4) 調査員事務を受託した事業者 

調査員事務を受託した事業者は、担当調査区内にある世帯についての調査を行う。 

 

４ 調査の方法 

(1) 基本的な方法 

調査は、インターネット回答の期間を、調査員提出・郵送提出の期間に先行して

設定する方法により実施する。 

ア 調査員（民間事業者を含む。以下同じ。）は、担当する調査区内を巡回し、当

該調査区の範囲を確認し『調査区要図』を作成する。 

     イ 調査書類一式1の配布期間（９月14日から９月20日まで）に、調査員は、担当

する調査区内の全世帯を訪問し、面接の上で調査票等の調査書類一式を配布する

とともに、調査世帯一覧（以下「一覧」という。）を作成するために世帯主の氏

名及び世帯員の数（男女の別を含む。）を聴取し、一覧に必要な事項を記入する。 

なお、不在世帯については、日・時間を変えて再度訪問することとするが、そ

れでも面接することができない世帯に対しては、調査書類一式を郵便受けに入れ

るなどして配布する。この場合、一覧に必要な事項は、調査票回収時における面

接の際に聴取して記入する。 

    ウ 調査期日までの期間（９月14日から９月30日まで）は、世帯は、インターネッ

ト回答のみを行うことができる。 

                                                   
1 調査書類一式は、世帯がインターネット回答に利用するＩＤ等を記載した『インターネット回答利用

ガイド』及び調査票等を『調査書類収納封筒』に収納した上で配布する。 
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    エ 世帯は、当初回収期間（10月１日から10月７日まで）において、インターネッ

トにより提出、郵送により提出又は調査員へ提出する方法のいずれかを選択し、

回答を行う。 

    オ 調査期日後（10月１日から10月３日まで）、調査員は、全世帯に回答確認リー

フレットを郵便受けに入れるなどして配布する。 

    カ 10月８日以降、調査員は市町村又は指導員から伝達された回答済世帯の情報に

より、回答の済んでいない世帯（以下「調査票未提出世帯」という。）を特定す

る。 

    キ 未提出回収期間（10月８日から10月15日まで）に、調査員は、上記カで特定し

た調査票未提出世帯を訪問し、面接の上で、調査票の提出状況を確認し、調査票

を回収する。 

ク 未提出回収期間以降、調査票未提出世帯があった場合、調査員は、次の方法に

より、当該世帯から調査票の回収等を行う。 

    ・ 調査票未提出世帯を訪問し、面接の上、調査票を回収する。調査票未提出世

帯が不在の場合は、再度訪問するなどして世帯との面接に努める。 

    ・ 世帯と面接できないなど、最終的に調査票の提出を直接依頼できない場合は、

市町村又は指導員に連絡の上、その指示に基づき、近隣の世帯からの協力を得

て、氏名、男女の別及び世帯員の数の３項目を聴取し、調査票及び一覧への記

入を行う（聞き取り調査）。 

    ・ 聞き取り調査を行った世帯に対し、『調査票提出のお願い』（督促状）及び調

査票等を郵便受けに入れるなどして配布する。 

    ケ 調査員は、調査票等を整理の上、市町村に提出する。 

(2) 特別な地域における方法 

自衛隊地域、矯正施設地域、学生寮・独身寮のある地域、外国人居住者の多い地

域や、旅館・ホテルの長期滞在者、夜間又は24時間営業の店舗（インターネットカ

フェなど）に寝泊まりする住居不定者等については、それぞれの特性に応じた方法

によって調査を行う。 

５ 報告の方法 

報告は、世帯主（世帯の代表者を含む）又は世帯員が調査票に記入し、調査員の

質問に答え、調査票を調査員等又は総務省に提出することにより行う。 

第７ 結果の集計及び公表 

１ 結果の集計 

集計は、総務省において別紙２に示す区分により行う。 

なお、独立行政法人統計センターの中期目標により総務大臣が指示した集計につ

いては、同センターが当該業務を行う。 
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２ 結果の公表 

(1) 公表方法及び公表時期 

調査結果の第一報は、翌年２月末までに、「人口速報集計」として公表する。そ

の後、別紙２の集計区分に応じ、順次、結果表をインターネットで利用する方法等

により公表する。 

(2) 人口・世帯数の官報公示 

「人口速報集計」による全国・都道府県・市区町村別の人口総数については、翌

年２月末までに、「人口等基本集計」による全国・都道府県・市区町村別の人口総

数及び世帯数（確定人口及び世帯数）については翌年９月末までに、それぞれ官報

に公示する。 

第８ 調査書類の保存 

調査書類の保存期間と保存責任者は、次のとおりとする。 

なお、保存期間を過ぎた調査書類は、他に漏れないように廃棄する。 

 

調査書類名 保存期間 保存責任者 

調査票 ３年間 総務省統計局長 

調査票の内容（氏名を除く）が

転写されている電磁的記録 
永年 同上 

調査世帯一覧 10年間 
正本 総務省統計局長 

副本 市町村長 

調査区要図 同上 同上 

市区町村要計表 次回調査まで 
正本 総務省統計局長 

副本 都道府県知事、市町村長 

都道府県要計表 同上 
正本 総務省統計局長 

副本 都道府県知事 

結果原表又は結果原表が転写さ

れている電磁的記録 
永年 総務省統計局長 
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